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１ 平成１5年度一般会計の実質収支見込みについて 
  平成１5年度の歳入歳出決算額の見込みは、次のとおりであり、実質収支は、約３４億円の
赤字となる見込みです。 
 
〇平成１５年度一般会計収支の状況                （単位：百万円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 平成１６年度予算の繰上充用について 
  平成１５年度の赤字については、地方自治法施行令第１６６条の２の規定に基づき、平成

１６年度の歳入を繰り上げて補てんすることになるため、５月３１日付けで平成１６年度 

補正予算（第2号）を専決処分いたしました。 
 
〇平成１６年度一般会計補正予算（５月３１日専決処分）の概要 
（歳入予算の補正）                         （単位：千円） 

 
 
 
 
 
（歳出予算の補正）                         （単位：千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 

款 項 補正前の額 補 正 額 補正後の額 
14 諸 収 入 7 雑   入 6,071,069 3,378,000 9,449,069

歳 入 合 計 1,701,399,785 3,378,000 1,704,777,785

 

区    分 金    額 
歳 入 総 額       Ａ １，６６４，７６２ 
歳 出 総 額       Ｂ １，６６０，２２０ 
歳入歳出差引額   Ｃ＝Ａ－Ｂ ４，５４２ 
翌年度への繰越事業充当財源 Ｄ ７，９２０ 

実 質 収 支   Ｅ＝Ｃ－Ｄ ▲３，３７８ 

前年度実質収支        ▲８，２１１ 
 

款 項 補正前の額 補 正 額 補正後の額 
16 繰上充用金 1 繰上充用金 3,378,000 3,378,000

歳 出 合 計 1,701,399,785 3,378,000 1,704,777,785

 
(参 考） 

 繰上充用………会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに

充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算

に編入しなければならない。（地方自治法施行令第１６６条の２） 


